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会 長 あ い さ つ

公益社団法人　富山県浄化槽協会
会 長　上　田　勝　朗

　例年より異常に短い梅雨が終わり、普通では無

いような強い日差しの毎日、誰もが挨拶のように

異常気象だと言います。いつの間にか新型ウイル

スの話からテロのようなロシアのウクライナ侵攻

が話の中心になり、梅雨が短かった為か水不足、

雨が降ると大雨になる。温暖化で日本も亜熱帯に

なっているように感じます。

　今年度、富山県浄化槽協会が設立されて５０年に

なります。県庁の公害対策課に机を置かせてもら

うところから始まり、検査機関になり社団法人、

公益社団法人と責任ある団体になってきました。

しかし、時代の変化で下水道が進み、浄化槽と下

水道のベストミックス、役割分担で生活排水処理

が進められています。

　今私達の役割は、浄化槽の信頼を高める仕事を

することです。人口減少の中で災害に強く、工事

費用が安価で、短期間で設置ができるのが浄化槽

です。最近、全浄連として防災担当大臣に面会す

る機会をいただき、「災害時の避難所におけるト

イレの確保・管理ガイドライン」を更新して、選

択肢の中に浄化槽を入れていただくことになりま

した。参議院予算委員会でも公明党の秋野議員の

質問に総理が「浄化槽の整備促進に取り組む」と

答えられたことは、これまでなかった発言でした。

　県浄化槽協会の役員に就任して４２年目、会長に

就任して₉年目、全浄連の会長に就任して₅年目

に入りました。そろそろ最終任期ではないかと

思っています。浄化槽を知ってもらうため、₈年

間１５市町村長に毎年説明に行きました。コロナ禍

であっても行きました。市町村長とも親しくなり

ました。

　その経験で、全浄連においても財務大臣、国土交

通大臣、環境大臣、農林水産大臣、防災担当大臣、

復興大臣、経済安全保障大臣など直接会って説明

する機会もいただきました。浄化槽法の改正にも

関わることができて、たくさん勉強もしました。

その経験や学んだことを講演という場で話しをさ

せていただくことも増えました。船井総研、日本

トイレ協会、浄化槽メーカーなど様々です。

　一番大変なのは原稿依頼です。個人ではなく組

織の代表としての考え方を文字にするのですから

責任があることと、その反応が気になります。講

演も文章も浄化槽を知ってもらうことが目的で

す。呼ばれればどこでも行きます。その度に勉強
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が必要になります。常に背伸びをしながら役職に

あった成長をしたいと思います。

　組織は、ピラミッド型ではなく輪の広がりだと

考えています。現場の人から学ぶことが多く、課

題も近いところにあります。優先順位、費用対効

果、常に今が出発点です。

　県浄化槽協会、全浄連においては、役員の皆さ

んや事務局スタッフのおかげで運営させてもらっ

ています。いつ会長が代わっても大きく変わらな

いような組織の幹となる考えを持っていたいと思

います。

　全国４７都道府県においても、それぞれ課題があ

ります。富山県においても浄化槽先進地を参考に

下水道と集落排水施設、浄化槽の役割分担で生活

排水処理が進められていくと思います。私もいろ

いろな情報の中から浄化槽の役割として、まだま

だやれることがあると考えています。これからも

提案を続けて行きます。そのためにも現場の情報

を大切にし、会員の皆さんや行政の方と情報交換

をし、協力していきたいと思います。
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◎定時総会
　出席者：８４名
�《出席26名、議決権行使書13名、委任状４5名》

【決議事項】
₁　令和₃年度事業報告及び決算の承認に
ついて

₂　令和₄年度・₅年度理事、監事の選任
について

【報告事項】
₁　令和₄年度事業計画の件
₂　令和₄年度収支予算の件

元井健太郎議長 第10回定時総会

　令和₄年₆月₇日（火）午後、富山商工会議所

ビルにおいて、第10回定時総会を開催しました。

　本年も、新型コロナウイルス感染防止のため、

役員を中心とした最小限の出席での開催とし、会

員の皆様には「議決権行使書」の提出又は「委任

状」の提出をお願いしての開催としました。

　総会は、上田会長のあいさつの後、ご臨席をい

ただいた林富山県生活環境文化部次長（新田富山

県知事の祝辞を代読）、杉谷富山市環境部長（藤

井富山市長の祝辞を代読）のお二人から、ご祝辞

を賜りました。

　続いて、司会者から、会員総数98名のうち出席

者84名（委任状・議決権行使書面含む。）で過半

数を超え総会が成立していることの報告があり、

議事に入りました。

　議長に選出された元井健太郎氏（北陸フジク

リーン（株））が議事を進行し、決議事項₁は、

満場一致で原案のとおり承認可決されました。

　議決事項₂については、今年が任期満了に伴う

役員改選の年にあたることから、議長は本総会の

中で立候補者がいないことを確認し、₅月19日開

催の第₁回定例理事会で承認され、₆月₇日開催

の審議委員会で適正と報告された候補者案（理事、

監事全員の再任）により採決を行ったところ賛成

多数で承認され、理事21名、監事₂名が選任され

ました。

第 １０ 回定時総会の開催
日時：令和₄年₆月₇日（火）　会場：富山商工会議所ビル10階　大ホール
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祝　辞
富山県知事

新　田 　八　朗

　公益社団法人富山県浄化槽協会 第10

回定時総会の開催を心からお祝い申しあ

げます。

　貴協会におかれましては、昭和48年に

発足以来、長年にわたり、本県の公衆衛

生の向上と生活環境の保全に多大なご尽

力をいただいています。

　ここに上田勝朗会長をはじめ、役員並

びに会員の皆様のご努力とご熱意に対

し、深く敬意を表し、感謝申しあげます。

　さて、県では、国連の持続可能な開発

目標（ＳＤＧｓ）の達成に向け、また地

球規模で広がっている環境問題への対応

などの取組みを一層推進するため、先

般、富山県環境基本計画を改定いたしま

した。

　本計画では、新たな目標として「水と

緑に恵まれた環境が保全・創造され、人

と自然が共生しながら、持続可能でウェ

ルビーイング（真の幸せ）が向上した社

会」を掲げています。

清らかな水など安全で健康的な生活環境

を確保するために、我々一人ひとりが高

い環境保全意識を持ち行動するととも

に、合併処理浄化槽への転換や適正な維

持管理の推進、法定検査の受検率の向上

など浄化槽の信頼を高めていくことが必

要です。

　県としましては、貴協会をはじめ関係

の皆様と「ワンチーム」となって、本県

の公衆衛生の向上と生活環境の保全に向

けた取組みを一層進め、豊かで清らかな

水環境を後世に引き継いでまいりたいと

考えていますので、今後ともご尽力を賜

りますようお願い申しあげます。

　結びに、公益社団法人富山県浄化槽協

会の限りないご発展と、皆様のますます

のご健勝、ご活躍、ご多幸をお祈り申し

あげまして、お祝いの言葉といたします。

本日は誠におめでとうございます。　
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祝　辞
富山県議会議長

渡　辺　守　人

　公益社団法人富山県浄化槽協会の第十

回定時総会の開催に当たり、県議会を代

表して一言お祝いの言葉を申し上げま

す。

　上田会長さんをはじめ会員の皆様方に

は、日頃から本県の公衆衛生の向上、生

活環境の保全に多大なご尽力をいただい

ており、深く敬意を表するとともに、心

より感謝申し上げます。

　特に、新型コロナウイルス感染症をは

じめとした、様々な感染症予防に細心の

注意を払いながら、県民の日常生活に必

要不可欠な浄化槽の維持管理業務に携

わっておられる皆様方の取組に対し、深

く感謝申し上げます。

　さて、富山県は、「水の王国とやま」

と言われるように、良質で豊富な水資源

に恵まれておりますが、この素晴らしい

水環境を守り、次世代に残していく上で、

浄化槽の役割は極めて重要であり、その

機能が十分に発揮されるためには、貴協

会が実施される法定検査や保守点検、さ

らに、知識技術の普及等が不可欠であり

ます。

　皆様方におかれましては、今後とも浄

化槽に関する知識・技術の向上や適正管

理の普及啓発に努められ、公衆衛生の向

上、ふるさと富山の豊かな水環境の維持・

保全に、引き続き、お力添えをいただき

ますようお願い申し上げます。

　県議会といたしましても、県民の皆様

が、安心して暮らせる、健康的な生活環

境の整備・充実に取り組み、真の幸せ、

「ウェルビーイング」の向上につなげて

いくため、力の限り努力してまいる所存

であります。

　結びに、公益社団法人富山県浄化槽協

会の一層のご発展と、会員の皆様方の更

なるご健勝、ご活躍、ご多幸を心から祈

念いたしまして、お祝いの言葉といたし

ます。
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祝　辞
富山県合併処理浄化槽普及促進協議会

会　長　藤　井　裕　久（富山市長）

　本日の総会の開催、誠におめでとうご

ざいます。

貴協会におかれましては、日頃から、浄

化槽技術の向上や浄化槽の普及啓発にご

尽力されておられますことに心から感謝

申し上げます。

　また、本年は、設立から五十周年を迎

えられる節目の年ということで、半世紀

の永きにわたって浄化槽の普及に尽力さ

れてきた皆様方には敬意を表しますとと

もに、十月に開催される予定の記念式典

が、盛大に執り行われることを祈念して

おります。

　私たちが住む富山県は清らかで豊かな

水に恵まれ、私たちに様々な恩恵をもた

らしています。

　私ども富山県合併処理浄化槽普及促進

協議会は、県民の財産であるこの素晴ら

しい環境を守り充実するため、今後も合

併処理浄化槽の普及に努めてまいりたい

と考えておりますので、貴協会並びに会

員の皆様のより一層のご支援、ご協力を

賜りますようお願い申し上げます。

　結びになりますが、貴協会のますます

のご発展と、会員の皆様方そして本日ご

列席の皆様方のより一層のご健勝とご多

幸をお祈り申し上げまして、祝辞といた

します。
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【決議事項】
₁　令和₄年度事業計画（案）の承認の件
₂　令和₄年度収支予算（案）の承認の件
₃　第10回定時総会招集の承認の件
₄　富山県浄化槽協会発足50周年記念事業

について
₅　浄化槽機能保証制度の改正について

【報告事項】
₁　会長及び専務理事の業務執行状況につ

いて
₂　会員に関する事項
₃　令和₄年度浄化槽管理士研修会の受講

予定者数について
₄　省エネ補助金の実績と令和₄年度から

の後継事業（案）について
₅　安全運転管理者のアルコールチェック

業務について　他

【決議事項】
₁　令和₃年度事業報告（案）及び決算（案）

の承認について
₂　令和₄年度・₅年度理事及び監事の候

補者の承認について
₃　令和₄年度・₅年度各委員会委員及び

支部長候補者の承認について
₄　会長表彰の被表彰者の決定について
₅　第10回定時総会に付すべき議案及び開

催方針の承認について

【報告事項】
₁　監査結果について　他

◆令和₄年₃月23日（水）富山商工会議所ビル

� 《理事14名､ 監事₂名出席》

　第₂回定例理事会が開催され、決議事項は全

て原案のとおり承認され、令和₄年度の事業計

画と収支予算が決定しました。

◆令和₄年₅月16日（月）富山商工会議所ビル
� 《理事20名､ 監事₂名出席》
　第₁回定例理事会が開催され、令和₃年度の
事業報告及び決算（案）、改選に伴う役員、各
委員会委員、支部長候補者等について審議され、
異議なく、決議事項は全て原案のとおり承認さ
れました。

令和₃年度　第₂回定例理事会

令和₄年度　第₁回定例理事会

理　事　会　の　開　催
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　第10回定時総会において理事及び監事が全員再任され、総会終了後の第１回臨時理事会において、

会長・副会長・専務理事が選定され、顧問が選任されました。皆さんよろしくお願いします。

◎役　員
役　職 氏　　　名 所　　属　　名

会　 長 上　田　勝　朗 ㈱黒東アメニティ公社
副 会 長 黒　畑　　　寛 富研工業㈱
副 会 長 廣　瀬　和　夫 ㈱魚津清掃公社
専務理事 寺　井　健　雄 （公社）富山県浄化槽協会
理　 事 篇　原　幸　則 （公財）富山市生活環境サービス

〃 鈴　木　保　二 （公社）富山県建築士会
〃 前　沢　　　昭 富山県浄化槽協同組合
〃 竹　林　　　悟 富山県環境保全協同組合
〃 五十嵐　郁　夫 アムズ㈱
〃 佐々木　隆　輔 ニッコー㈱
〃 栗　林　卓　也 ㈱西原ネオ
〃 元　井　健太郎 北陸フジクリーン㈱
〃 鈴　木　大　幹 ㈱ハウステック富山営業所
〃 氷　見　文　男 ㈱氷見工業所
〃 嘉　藤　　　肇 鈴木工業㈱
〃 廣　瀬　　　淳 ㈱公生社
〃 嶋　田　仁　司 日環計量管理㈱
〃 島　　　和　也 ㈱シマキュウ
〃 島　　　尚　之 ㈱高岡市衛生公社
〃 山　口　康　夫 ㈱アムテック
〃 長　田　聖　真 ㈲小矢部衛生工業

監 事 稲　場　智　久 環研令和㈱
〃 矢　竹　　　晃 北陸藤吉工業㈱

顧　　問 島　　　小　一 前会長
（理事21名、監事₂名、顧問₁名）

【決議事項】
₁　令和₄年度・₅年度
　　会長、副会長及び専務理事の選定と顧問の選任について
₂　令和₄年度・₅年度
　　各委員会委員の選任及び支部長の選定について

◆令和₄年₆月₇日（火）富山商工会議所ビル
� 《理事20名､ 監事₂名出席》
　第10回定時総会終了後、第１回臨時理事会を開催
し、決議事項は全て原案のとおり決定しました。

令和₄年度　第₁回臨時理事会

令和₄年度・₅年度 役員及び顧問の紹介
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嶋田�仁司�理事（日環計量管理㈱）と全浄連上田会長

　協会発足50周年記念講演会は、令和₄年₆月₇

日（火）第10回定時総会開始前に富山商工会議所

ビル10階大ホールで開催されました。

　講師には、常葉大学社会環境学部名誉教授小川

浩氏をお招きし、「社会情勢の変化とこれからの

汚水処理事業」について講演いただきました。

　先生の貴重なデータに基づく専門的視野からの

お話はたいへん分かりやすく、本県の現状を踏ま

えながら浄化槽事業を持続可能なものとするため

には、行政、業界、住民及び学術の協力・協働が

不可欠であること。また、住民の浄化槽への信頼

性確保が重要であることを改めて実感するととも

に、当協会の設立目的である生活環境の保全及び

公衆衛生の向上に寄与するため、浄化槽に対する

住民の信頼向上に日々取組んでいる会員にとって

は、大きな励みになったのではと感じました。

　また、当日は、コロナウイルス感染拡大防止の

ため参加できない会員及び関係機関の希望者に向

けて、初めて Zoom によるライブ配信を実施しま

した。

常葉大学　社会環境学部
名誉教授　小川　浩 氏

　令和₄年₆月24日（金）に東京都で開催された一般社団法人全国浄化槽団体連合会第10回定時総会に

おいて、嶋田 仁司 理事（日環計量管理㈱）が、会長表彰を受賞されました。

協会発足50周年記念講演会
日時：令和₄年₆月₇日（火）　会場：富山商工会議所ビル10階　大ホール

令和₄年度

（一社）全国浄化槽団体連合会会長表彰
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　上記（₁）又は（₂）事業と併せて実施する再生可能エネルギー

（太陽光発電、蓄電池等）の導入事業であり、別途各条件を満た

すものであること。

　今年度の「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」は、人槽要件をともに30人槽以上と緩和し、機
器改修または本体交換と併せて実施する再生可能エネルギー設備の導入も補助対象とするなど大幅なリ
ニューアルが実施されましたので、是非、ご活用ください。
　今年度の公募期間は11月30日までとなっております。
　詳しくは、当協会事務局へお問合せください。又は、執行団体である「一般社団法人全国浄化槽団体
連合会」のホームページをご覧ください。
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年　号 富山県浄化槽協会 国・県　等
1973年 S４８ 10/25　富山県浄化槽協会発足（正会員33社、賛助会員13社）

（任意団体）（事務所：県公害対策課内）
・会長に山下喜正氏が就任（Ｓ４８～51）

1975年 S50 ・各保健所に支部設置
・「ワッペン作戦」開始

1976年 S51 ・富山県し尿浄化槽指導要綱に基づく登録制度の事務代行を
開始

・「浄化槽とやま」創刊

・富山県し尿浄化槽指導要綱
制定（業の登録制度がス
タート）

1977年 S52 ・会長に西野清作氏が就任（S52 ～55） ・全国浄化槽団体連合会発足
19８1年 S56 ・社団法人富山県浄化槽協会の設立認可

　（正会員４11社、賛助会員₉社）
・初代会長に西野清作氏が就任（S56 ～62）
・�事務所を富山商工会議所ビル10階に移転
・社団法人設立記念式典を開催
・ 厚生大臣指定検査機関認可
・事務所を富山商工会議所ビル₆階に移動
・法定検査を開始

19８3年 S5８ ◎協会設立10周年 ・浄化槽法制定　公布
19８４年 S59 ・「浄化槽とやま設立10周年記念特集号」発行
19８5年 S60 ・浄化槽法施行
19８6年 S61 ・富山県知事指定検査機関に指定

・BOD検査室を開設（富山市総曲輪₄丁目）
・7条検査のBOD検査開始

19８7年 S62 ・毎年10月₁日が「浄化槽の
日」となる

19８８年 S63 ・₂代目会長に炭谷外治郎氏が就任（S63 ～ H₈）
1990年 H₂ ・法人化10周年記念式典を開催（富山第一ホテル）

・協会が富山県知事表彰（県土美化功労）を受賞
・「浄化槽とやま法人許可10周年記念特集号」発行

1993年 H₅ ・機能保証制度受付開始
1995年 H₇ ・第₇条検査手数料の前納制度を導入
1996年 H₈ ・第11条検査の一括契約又は代行依頼の開始
1997年 H₉ ・各保健所と協会間の「浄化槽管理システム」始動

・₃代目会長に廣瀬敏雄氏が就任（H₉～21）
2000年 H12 ・協会が厚生大臣表彰を受賞
2001年 H13 ・法人化20周年記念式典を開催（ボルファートとやま）

・「浄化槽とやま法人設立20周年記念号」発行
・浄化槽行政は環境省となる
・浄化槽法の一部を改正する

法律が施行（単独処理浄化
槽の設置が原則禁止）

2003年 H15 ・事務所を富山商工会議所ビル別館₇階へ移動
　それまで検査室に分かれていた検査員も別館₇階へ移動�
・検査手数料の口座振替制度を導入

200４年 H16 ・当協会のホームページを作成
2005年 H17 10/11 ～12　全国浄化槽技術研究集会が富山県で開催

　（富山国際会議場、富山全日空ホテル）
2007年 H19 ・新11条法定検査のＰＲ　

　テレビ・ラジオにスポットＣＭを放送
・浄化槽設置者へ啓発用パンフレット等作成

200８年 H20 ₄/₁　新11条検査がスタート
　①浄化槽法定検査の水質検査項目にＢＯＤ検査を導入。
　②指定検査員による採水員検査を導入。（対象：10人槽以下）
・法定検査手数料の改正（17年ぶり）

・機能保証制度の見直し
　（保証期間₃年から₅年に
延長）

遠藤和子氏の特別講演

厚生大臣指定機関
指定書

浄化槽とやま
創刊号

法人化20周年記念号

法人化
10周年
記念式典

厚生大臣
表彰状

設立総会

ＴＪＫ　富山県浄化槽協会　５０年のあゆみ
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年　号 富山県浄化槽協会 国・県　等
2009年 H21 ・当協会が環境大臣表彰を受賞

・ＰＣソフト導入によりデータ入力を効率化、コンビニ入金
が可能になる

2010年 H22 ・事務所内に相談室を設け、検査室もリニューアル
� （正会員170社、賛助会員15社）
・₄代目会長に　島　小一氏が就任（H22 ～25）
・採水員検査のクロスチェックを開始
・₅つの事業を柱とする事業体系図を作成。
・浄化槽相談電話（フリーダイヤル）を設置。
・青年部会を設立（会員４1名）
・法人化30周年記念式典、記念講演会、祝賀会を開催
　（ANA クラウンプラザホテル富山）
・「法人化30周年記念誌」発行
・法人化30周年を記念して
　〈ステートメント〉暮らしの水を「美サイクル」。
　〈ロゴ〉マーク、TJK社団法人富山県浄化槽協会
　〈キャラクター〉ジョーカくん等　を設定し発表

2011年 H23 ・検査手数料の口座振替推進キャンペーンを実施
・「富山に ecoとプロジェクト」開始
・ＫＮＢラジオのスポットＣＭが毎週水曜日午前₈時35分の

通年放送に
₈/30～31　富山・浄化槽ミニシンポジウムを県内₄会場で開催

₃/11　東日本大震災

2012年 H2４ ・環境月間ポスター賞に、当協会会長賞が加わる�
・「こども環境教室」を開始

2013年 H25 ₄/₁　公益社団法人へ移行（正会員150社、賛助会員1４社）
201４年 H26 ・₅代目会長に上田勝朗氏が就任（H26 ～）

・市町村長要望を開始
　（浄化槽の適正配置と整備促進、維持管理補助制度の創設、

合併浄化槽への転換促進等）

・黒部市で初の一括契約がスタ－ト

2015年 H27 ・知事要望を開始
　（浄化槽の普及、法定検査の推進等適正な維持管理の推進、

合併浄化槽への転換等）
・県と「災害発生時における浄化槽の点検・復旧等に関する

協定書」を締結
2016年 H2８ ・県総合防災訓練に初めて参加

・緊急時に備えて、浄化槽管理システムの外部バックアップ
体制を整備

2017年 H29 ・「二酸化炭素排出抑制対策
事業費等補助金制度」ス
タート

201８年 H30 ・上田会長が全浄連の第10代
会長に就任（R2/6、R4/6
再任）

2019年 Ｒ₁ ・事務所を富山商工会議所ビル別館₂階へ移動 ・改正浄化槽法成立
2020年 R₂ Ｒ₂～新型コロナウイルス感

染症が国内で流行
・改正浄化槽法施行
　（単独処理から合併処理浄

化槽への転換促進等）
2021年 R₃ ・業登録更新のための「浄化槽管理士研修会（全浄連方式）」

を開始
2022年 R₄ ₆/₇　協会発足50周年記念講演会を開催

 （富山商工会議所ビル）
10/25　協会発足50周年記念式典及び祝賀会の開催
 （ANA クラウンプラザホテル富山）（予定）

・県が全浄連の浄化槽台帳シ
ステム（Z-Join）を導入し、
₄/₁から運用開始

₅代目上田会長就任

知事要望

富山に eco と
プロジェクト

浄化槽管理士研修会

こども環境教室

BOD検査 採水員検査

法人化30周年記念式典
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　　　１）　「ロ．概ね適正」の内訳（30基、37件）
指　摘　内　容 件　数

① 保守点検の未実施 12
② BOD が「不可」の範囲（30mg ／ℓを超えている） 9
③ 深く埋設（かさ上げ30㎝を超えているが、維持管理可能） 7
④ その他 9

合　計 37

　　　１）　「ロ．概ね適正」の内訳（1，045基、1，682件）
指　摘　内　容 件　数

① BOD が「不可」の範囲（30又は120mg ／ℓを超えている） 611
② 清掃が必要 474
③ 送風機の稼働状況（故障、停止、風量低下等） 316
④ 各単位装置内の水位及び水量の状況に異常有 154
⑤ その他 127

合　　計 1，682

　　　₂）　「ハ．不適正」の内訳（₅基、₉件）
指　摘　内　容 件　数

① し尿以外の雑排水未接続（一部未接続を含む） 5
② BOD が「不可」の範囲（30mg ／ℓを超えている） 3
③ 保守点検未実施 1

合　計 9

　　　₂）　「ハ．不適正」の内訳（39基、68件）
指　摘　内　容 件　数

① 保守点検未実施 38
消毒切れ 37

② 漏水 21
③ 清掃が必要 11
④ その他 25

合　　計 132

　（₂）　判定別検査基数
判 　 　 定 「イ．適正」 「ロ．概ね適正」 「ハ．不適正」 合　計

検 査 基 数 166基 30基 5基 201基
構 成 比（ ％） 82．6% 14．9% 2．5% 100%

　（₂）　判定別検査基数
判 　 　 定 「 イ．適正」 「 ロ．概ね適正」 「 ハ．不適正」 合　計

検 査 基 数
（内、採水員検査数）

13,946基
〈824基〉

1,045基
〈97基〉

58基
〈1基〉

15,049基
〈922基〉

構 成 比（ ％） 92．7% 6．9% 0．4% 100%

₁．第₇条検査
　（₁）　検査基数 

対象数（注１） 検査基数 実施率（％）
201基 201基 100%

（注１）：新たに設置され、その使用開始日が令和₃年₁月～令和₃年12月までのものの合計数。

₂．第11条検査� �� �� �� �� �
　（₁）　検査基数

対　象　数 検　査　基　数 実　施　率（％）
38，094基（注２） 15，049基〈うち、採水員検査分922基〉 39．5％〈うち、採水員検査分　2．4％〉

（Ｒ₂年度　39，098基） （Ｒ₂年度14，001基）〈うち、採水員検査分 　948基〉（R₂年度　35．8％）〈うち、採水員検査分　2．4％〉
（注₂）：令和₃年₃月末基数から年度中の廃止及び休止を引いた基数

令和₃年度 法定検査実施結果
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浄 化 槽 管 理 士 講 習

浄 化 槽 設 備 士 講 習

〜今後、対応可能な講習会のご案内〜

▪受 講 資 格　学歴、実務経験等の資格要件は特にありません。

▪受 講 時 間　８０時間（13日間）

■受　講　料　１２９，７００円（浄化槽設備士資格取得者で､ 講習教科目一部免除希望者は120，200円）

■講習日程等　次の表のとおり実施します。

▪受 講 資 格　₁級又は₂級管工事施工管理技士の資格を有する者）

▪受 講 時 間　３７時間（₅日間）

▪受　講　料　８６,７００円（浄化槽法に基づく浄化槽管理士で講習教科目一部免除希望者は81,700円）

▪講習日程等　次の表のとおり実施します。

講習期間 講習地 受付機関

R₄.10.₃（月）～10.15（土） 東�京�都 （一社）東京都水環境システム協会� ☎03-6４5８-４61４

R₄.12.12（月）～12.2４（土） 〃 （公財）日本環境整備教育センター� ☎03-3635-４８８2

R₅.₁.30（月）～₂.11（土） 〃 〃

R₅.₂.27（月）～₃.11（土） 〃 〃

R₄.₉.₅（月）～₉.17（土） 福�岡�県 （一財）福岡県浄化槽協会� ☎092-9４7-1８00

R₄.11.₇（月）～11.19（土） 鹿児島県 （公財）鹿児島県環境保全協会� ☎099-296-9002

R₄.11.1４（月）～11.26（土） 愛�知�県 （一社）愛知県浄化槽協会� ☎052-４８1-7200

R₄.12.₅（月）～12.17（土） 大�阪�府 （一社）大阪府環境水質指導協会� ☎072-256-1056

R₅.₃.₆（月）～₃.1８（土） 福�岡�県 （一財）福岡県浄化槽協会� ☎092-9４7-1８00

講習期間 講習地 受付機関

R₄．9.26（月）～₉.30( 金 ) 東京都Ｂ （公財）日本環境整備教育センター� ☎ 03-3635-４８８2

R₄．10.31（月）～11.₄（金） 東京都Ｃ 〃

R₄．11.2８（月）～12.₂（金） 福�岡�県 （一財）福岡県浄化槽協会� ☎ 092-9４7-1８00

◎　受講申請書類　₁部３００円で頒布（郵送で請求する場合は、送料込み₁部４４０円）

※　講習の受付期間や申請書の入手方法については、上記受付機関にお問い合わせください。

公益財団法人　日本環境整備教育センター　講習事業グループ

　〒130―0024　東京都墨田区菊川２-２３-３　☎ ０３-３６３５-４８８２　ホームページ http：//www.jeces.or.jp
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₁　開催日時：令和₄年₈月23日（火）10：00～16：30
₂　開催場所：富山産業展示館（テクノホール）
₃　受 講 料：一人₁万円
　　　　　　　（⇒原則、欠席による返金はありません）
₄　定　　員：先着６０名
₅　日　　程：10：00～　開講
　　　　　　　10：15～　講師：富山県環境政策課
　　　　　　　10：45～　講師：岡城　孝雄　氏
 （岡城技術士事務所所長）
　　　　　　　12：15～　休憩 ･ 昼食
　　　　　　　13：15～　講師：武田　文彦　氏
　　　　　　　　　　　　（日本環境整備教育センター調査・研究グループ調査研究第₂チームリーダー併任浄化槽システム国際協力センター）

　　　　　　　16：30　　閉講

　下記のとおり事務所を休業とさせていただきますので、ご理解の程
よろしくお願いいたします。

8月12日（金）、15日（月）の２日間

◎協会事務局からの「夏期休暇」のお知らせ

～「おかげ様で協会発足５０周年」～

～浄化槽管理士研修会（受講義務対象）開催について～

　今から50年前の10月25日に、富山県浄化槽協会

が発足しました。

　令和₄年10月25日（火）に「協会発足50周年記

念式典」と「祝賀会」をＡＮＡクラウンプラザホ

テル富山で開催します。

　詳細については、この度設置された「協会発足

50周年記念事業実行委員会」で検討されますが、

概ね、以下の行事を予定しております。

◦記念式典　　　　　　会長表彰等
◦祝賀会　　　　　　　協会旗披露等
◦50周年記念誌の発行　令和₄年12月頃

　浄化槽法の一部改正に伴い、富山県及び富山市

では条例が改正され、業登録更新申請書に掲載す

る浄化槽管理士に対し、登録有効期間ごとに₁回

以上の研修を受講させるよう義務付けられまし

た。

　この業登録更新に必要な浄化槽保守点検業務に

関する研修として、「浄化槽管理士研修会」を下

記のとおり開催します。

　なお、今回の受講申し込みは、定員に達したた

め締め切りました。

　本研修は、今後も毎年₁回程度の開催を予定し

ております。

　登録申請書に記載された浄化槽管理士全員の受

講が必要であり、令和₅年₄月₁日以降の更新に

ついては、本研修会の受講証明書の添付が必須と

なりますので、計画的に受講してください。

令和₃年度　浄化槽管理士研修会の様子
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○新規浄化槽設置基数

○浄化槽の廃止届出基数

〈退　会〉
Ｒ３ Ｒ2 Ｒ１ Ｈ30

富 山 支 部 ４1 34 28 43
新 川 支 部 2８ 17 23 26
中 部 支 部 ４6 38 42 23
高 岡 支 部 71 55 58 61
砺 波 支 部 50 55 72 67
合 計 236 199 223 220

所属業種 会員名 住所

工 事 業 ㈲栗原鉄工 富山

保守点検業 中部日化サービス㈱
富山営業所 富山

保守点検業 アール・ピー工業㈱ 高岡

Ｒ3 Ｒ2 Ｒ1 Ｈ30
富 山 支 部 27４ 2,951 156 200
新 川 支 部 232 209 335 287
中 部 支 部 156 185 142 156
高 岡 支 部 107 97 91 100
砺 波 支 部 126 210 158 160
合 計 ８95 3,652 882 903

　氷見市：　　０件（累計134件）

　黒部市：　　９件（累計249件）

　高岡市：　１４件（累計278件）

保守点検・清掃・法定検査を
一つの契約で適正な維持管理と
法律を守ることにつなげる

「一括契約」を推進しましょう！

◎会員情報

◎浄化槽の一括契約状況（R₃.₄.₁〜 R₄.₃.31）

◎厚生センター等からの届出数（R₃.₄.₁〜R₄.₃.31 受付数）

（敬称略）

　法定検査受検者の利便性について配慮したキャンペーンは、引
き続き行っています。
　口座振替を申し込まれた方（一般住宅の方）には“クオカード

（500円）”をプレゼントしています。是非、お申込みください。
　令和₃年度　新規申込数：247件

検査手数料の口座振替キャンペーン実施中

◎県の人事異動

▶生活環境文化部
　部　　長　廣島　伸一
　　　　　　　（Ｒ₄．₄.₁←中央病院事務局長）

▶環境政策課
　課長補佐　吉井　志織
　　　　　　　（Ｒ₄．₄.₁←富山土木センター）

▪新任職員の紹介

総務課長　中島　保子
　定年退職後、₄月₁日付け
で採用になりました。
　一日でも早く、会員の皆様
のお役に立てるように、日々奮闘しています。
　モットーは、「何事も楽しむこと」特技は、「どこ
でも寝られること」です。
　最近の楽しみは、録画したテレビ番組を、ＣＭを
カットして1．5倍速で見ることです。
　よろしくお願いいたします。




